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　交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)
の行為によるけがの治療に国保を使う場合は、保険
者(津市)への届け出が義務付けられています。本来
は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国保を
使う場合は、国保が加害者に代わって一時的に医療
費を立て替えて支払い、後で加害者へ請求すること
になりますので、必ず事前に連絡し、必要書類を提
出してください。自損事故の場合でも、国保を使う
ためには届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無
免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象
にはなりません。

　現在服用している医薬品をジェネリック医薬品に
切り替えた場合、薬代が一定額以上軽減されると見
込まれる人を対象に、お知らせを送付します。ジェ
ネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切
れた後に、先発医薬品と成分(効能・効果)や規格な
どが同一であると認められた安価な後発医薬品のこ
とです。なお、今回のお知らせは令和２年11月診
療分について作成したもので、今後も年２回(２月
と８月)の発送を予定しています。
対　象
　生活習慣病などの医薬品を長期にわたり処方され
ていて、令和２年11月診療分の薬代が100円以上
軽減される見込みのある20歳以上の人
※詳しい内容については、届いたお知らせに記載さ
れているコールセンターへお問い合わせください。

　国民健康保険(以下、国保という)に加入中の人
に、１月下旬に医療費通知を送付します。医療費通
知には、令和元年12月～令和２年11月に医療機関
等での診療にかかった医療費の自己負担額、医療機
関名、受診年月、日数などが一覧で記載されていま
す。年に一度、診療状況や支払った医療費を確認
し、健康管理や医療費の管理に活用してください。
また、確定申告の医療費控除の申告手続きで「医療
費控除の明細書」として使用することができます。

　世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に
著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯
に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で３カ月
間減免される場合があります。世帯主と被保険者の
所得など条件がありますので、詳しくは保険医療助
成課へお問い合わせください。
特別な事由
●火災などの災害で死亡したときや障がい者になっ
たとき、またはその資産に重大な損害を受けたと
き
●廃業や長期の疾病などで就労が困難になったこと
により、所得が前年より一定以上減少したとき
●干ばつなどによる農作物の不作、不漁などのた
め、所得が前年より一定以上減少したとき
●上記に類する事由があったとき

　世帯主が次の特別な事由
により、収入が一時的に著
しく減少し、保険料を納付
することが困難になった世
帯に対し、保険料が減免さ
れる場合があります。
　詳しくは保険医療助成課へお問い合わせくださ
い。
特別な事由
●火災などの災害で、その資産に重大な損害を受け
たとき
●廃業や長期の疾病などで就労が困難になったこと
により、所得が前年より一定以上減少したとき
(世帯主と被保険者全員の前年中の合計所得金額
が400万円未満の場合に限る)
●被用者保険(国民健康保険組合を除く職場の健康
保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度
の対象になったことで、その被扶養者が被用者保
険の資格を喪失し、国保の被保険者になったとき
●生活保護法の適用を受けることになったとき
●新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる
生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったり、
収入減少などの一定の要件が見込まれるとき(申
請期限は令和３年３月31日(水))

交通事故などで国民健康保険を
使用する場合は届け出が必要

「ジェネリック医薬品に関する
お知らせ」を送付

医療費通知を送付 一部負担金減免制度

国民健康保険料減免制度


